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高圧ガスの管理について（通知） 

 

 

 高圧ガスの管理については、平素より高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）その他

関係法令に基づき、適正に管理いただいているところですが、今般、新たに国立大学法人

埼玉大学高圧ガス管理要項を定めましたので、別紙のとおりお知らせします。ついては、

今後は同要項（別紙１）を遵守し、適正な高圧ガスの管理をお願いするとともに、貴部局

において高圧ガスを取扱うすべての研究室等に同要項を周知くださるようお願いいたしま

す。 

 

※高圧ガスの管理は、埼玉大学薬品管理システムにより行うこととします。同システムへ

の登録方法について、マニュアル（別紙２）を作成しましたので貴部局内に周知くださる

ようお願いいたします。 
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